
三
宅
守
常

提
出

学
位
申
請
論
文

『
１９
世
紀
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
者
等
に
よ
る

世
俗
倫
理
へ
の
接
近
の
諸
相
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
論
者
が
学
術
雑
誌
等
に
発
表
し
た
論
考
二
十
四
本
と
新
た
に
執
筆
し
た
二
本
の

論
考
を
合
わ
せ
、
全
体
と
し
て
修
訂
を
加
え
て
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
「
１９
世
紀
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
者
等
に
よ
る
世
俗
倫
理
へ
の
接

近
の
諸
相
」
で
あ
る
が
、
明
治
維
新
後
の
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
い
て
、
仏
教
者
を
中
心
に

世
俗
倫
理
へ
の
接
近
の
多
様
な
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
仏
教
が
果
た
し
た
近
代
日
本
に
お
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け
る
国
民
道
徳
、
国
民
倫
理
形
成
へ
の
役
割
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
明
治
国

家
形
成
過
程
に
お
い
て
、
仏
教
は
廃
仏
毀
釈
や
国
家
の
方
針
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
と
す
る
被
害

者
的
立
場
や
、
神
道
が
上
位
に
あ
っ
た
と
す
る
近
代
仏
教
史
の
定
説
に
対
し
て
、
実
証
的
研
究

の
積
み
重
ね
に
よ
り
疑
問
を
呈
し
、
学
説
を
修
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
仏
教
者
た
ち
は
民
衆

世
俗
の
倫
理
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
勢
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
対
応

は
し
た
た
か
な
で
あ
り
、
か
つ
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

本
論
は
、
序
章
「
本
論
文
の
意
図
と
構
成
」、
第
一
章
「
仏
教
者
と
三
条
教
則
│
仏
教
者
の

教
則
衍
義
書
を
中
心
に
│
」、
第
二
章
「
仏
教
者
と
教
育
勅
語
│
真
宗
僧
の
勅
語
衍
義
書
を
中

心
に
│
」、
第
三
章
「
仏
教
者
の
世
俗
倫
理
へ
の
対
応
Ⅰ
」、
第
四
章
「
仏
教
者
の
世
俗
倫
理
へ

の
対
応
Ⅱ
」、
第
五
章
「
石
門
心
学
の
世
俗
倫
理
へ
の
対
応
│
明
治
心
学
史
研
究
序
説
│
」、
終

章
「
ま
と
め
と
展
望
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
と
第
二
章
が
、
仏
教
者
が
明
治
国
家
の
世
俗
倫
理
に
接
近
し
て
ゆ
く
際
の
教
義
的
根
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拠
を
ど
の
よ
う
な
点
に
求
め
た
の
か
、
と
い
う
理
論
的
側
面
の
研
究
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第

三
章
以
降
は
、
複
数
の
実
践
的
運
動
の
実
態
の
分
析
を
中
心
と
し
て
い
る
。

序
章
で
は
、
先
行
研
究
を
精
査
し
て
国
家
性
、
実
用
性
、
科
学
性
、
伝
統
性
、
対
論
性
、
普

遍
性
の
六
領
域
に
分
類
し
、
「
日
常
生
活
に
お
け
る
倫
理
性
の
確
立
」
と
「
世
俗
倫
理
の
展
開
」

に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、
明
治
五
年
に
教
導
職
に
布
達
さ
れ
た
三
条
教
則
を
取
り
上
げ
て
、
具
体
的
な

考
察
を
行
っ
て
い
る
。
従
来
、
三
条
教
則
は
神
官
僧
侶
等
に
下
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
倫

理
思
想
史
や
教
育
史
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実

践
面
か
ら
す
れ
ば
、
三
条
教
則
は
民
衆
の
日
常
次
元
に
お
け
る
近
代
日
本
初
の
倫
理
綱
領
で
あ

り
、
三
条
教
則
を
よ
り
詳
細
に
解
説
し
て
民
衆
に
浸
透
を
図
っ
た
衍
義
書
は
、
社
会
教
育
的
側

面
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
三
条
教
則
衍
義
書
に
仏
教
者
に
よ
る
も
の
が
複
数
み
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
福
田
義
導

『
天
恩
奉
戴
附
録
』（
真
宗
大
谷
派
）、
千
早
定
朝
『
公
令
三
箇
条
布
教
則
大
意
』（
法
相
宗
）、
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細
谷
環
渓
『
三
条
略
解
』（
曹
洞
宗
）、
不
破
祐
善
『
教
則
三
条
教
義
弁
』（
禅
宗
僧
）、
佐
原
秦

嶽
『
三
則
私
言
』（
浄
土
宗
）、
佐
田
介
石
『
教
諭
凡
道
案
内
』（
真
宗
本
願
寺
派
）、
福
田
行
誡

『
三
条
愚
弁
』（
浄
土
宗
）、
吉
永
良
祐
『
説
教
訓
導
道
志
留
倍
』（
浄
土
宗
）、
東
陽
圓
月
『
三

大
教
則
私
考
』（
真
宗
本
願
寺
派
）
等
の
衍
義
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
衍
義
書

を
子
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
筆
者
は
四
種
類
の
類
型
、
つ
ま
り
、
神
仏
各
自
の
立
場
主
張
で

説
教
を
す
べ
し
と
す
る
「
区
別
型
」、
神
仏
双
方
は
根
源
で
は
通
じ
合
う
と
す
る
「
会
通
型
」、

神
道
的
解
釈
そ
の
ま
ま
の
「
追
随
型
」、
神
道
批
判
を
盛
り
込
ん
だ
「
批
判
型
」
を
見
出
し
、

仏
教
側
が
主
張
す
る
一
方
的
な
被
害
者
的
見
方
が
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
仏
教
者
の
記
し
た
教
育
勅
語
衍
義
書
を
取
り
上
げ
て
、
仏
教
者
の
教
育
勅
語

へ
の
対
応
を
検
討
し
て
い
る
。
と
く
に
対
象
を
真
宗
僧
に
絞
り
、
多
田
賢
住
『
普
通
教
育
勅
諭

演
讃
』、
赤
松
連
城
『
勅
語
衍
義
』、
東
陽
圓
月
『
勅
語
奉
体
記
』
の
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い

る
。
筆
者
は
こ
こ
で
も
立
場
を
異
に
す
る
三
類
型
を
抽
出
し
、
同
一
派
内
で
あ
っ
て
も
一
枚
岩

の
解
釈
で
は
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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第
三
章
、
第
四
章
は
、
仏
教
者
に
よ
る
倫
理
運
動
史
の
課
題
や
問
題
点
に
着
目
し
て
考
察
を

進
め
て
い
る
。
江
戸
期
の
慈
雲
飲
光
の
十
善
戒
思
想
を
引
き
継
ぎ
、
国
民
道
徳
と
し
て
の
「
十

善
道
徳
運
動
」
を
提
唱
し
た
真
言
僧
の
釈
雲
照
を
取
り
上
げ
、
運
動
が
直
面
し
た
実
際
的
問
題

解
決
の
限
界
に
言
及
し
て
い
る
。
十
善
道
徳
運
動
で
は
、
当
時
の
教
育
家
で
官
僚
で
も
あ
っ
た

沢
柳
政
太
郎
な
ど
も
中
心
的
存
在
と
し
て
活
躍
し
、
機
関
誌
『
十
善
宝
窟
』
は
国
民
の
間
で
広

く
読
ま
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
善
会
道
徳
運
動
に
参
加
し
た
多
岐
に
わ
た
る
職
業
人
に
対

し
て
、
と
く
に
当
時
の
産
業
中
心
の
社
会
的
状
況
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
農
魚
業
に
か
か
わ
る

人
々
に
対
し
て
不
殺
生
戒
の
維
持
を
求
め
る
な
ど
、
生
活
上
の
困
難
性
の
解
決
要
望
に
は
明
確

な
回
答
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
等
を
資
料
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

井
上
円
了
の
「
修
身
教
会
運
動
」
は
、
教
育
勅
語
の
普
及
と
仏
教
振
興
を
企
図
し
た
運
動
で

あ
る
。
時
代
思
潮
か
ら
み
れ
ば
井
上
哲
次
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
間
に
起
こ
っ
た
「
教
育
と
宗

教
の
衝
突
論
争
」
の
渦
中
の
時
期
に
あ
た
り
、
仏
教
啓
蒙
家
と
し
て
の
円
了
は
自
身
の
学
説
で

あ
る
護
国
愛
理
の
実
現
と
し
て
仏
教
と
教
育
勅
語
の
結
節
問
題
を
強
力
に
展
開
し
て
い
る
。
論
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者
は
、
井
上
が
公
的
に
第
一
次
国
定
修
身
書
の
編
纂
に
従
事
し
た
こ
と
が
修
身
教
会
の
設
立
に

連
結
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、『
修
身
教
会
雑
誌
』
各
号
に
み
ら
れ
る
民
衆
世
俗
へ

の
教
育
勅
語
と
仏
教
の
普
及
浸
透
の
方
法
論
と
し
て
勅
語
唱
歌
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
を

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
総
括
と
し
て
、
修
身
教
育
運
動
が
、
啓
蒙
中
心
で
表
層
的
な
運

動
で
あ
り
、
啓
蒙
と
信
仰
の
壁
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

最
後
に
、
元
真
宗
大
谷
派
僧
で
脱
宗
還
俗
し
た
伊
藤
証
信
が
起
こ
し
た
「
無
我
愛
運
動
」
を
、

明
治
時
代
の
初
期
無
我
愛
運
動
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
伊
藤
は
絶
対
的
愛
他
主
義
を

標
榜
す
る
無
我
愛
哲
学
を
主
張
し
、
多
く
の
者
の
関
心
を
得
た
が
、
運
動
自
体
は
し
だ
い
に
行

き
詰
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
論
者
は
、
運
動
の
行
き
詰
ま
り
は
宗
教
的
次
元
の
理
念
を
日
常
現

実
の
相
対
的
世
界
に
そ
の
ま
ま
適
用
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
り
、
日
常
倫
理
と
し
て
現
実
的
に

機
能
し
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

論
者
は
こ
の
点
を
、
伊
藤
の
思
想
面
で
の
検
証
に
と
ど
め
ず
、
当
時
の
各
界
か
ら
の
批
判
評

論
を
取
り
上
げ
て
論
究
し
て
い
る
。
加
藤
弘
之
、
一
時
は
同
志
で
生
活
を
共
に
し
た
河
上
肇
、
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社
会
主
義
者
の
小
田
頼
造
、
境
野
黄
洋
や
高
島
米
峰
と
い
っ
た
仏
教
関
係
者
の
批
判
を
取
り
上

じ
っ
け

げ
て
い
る
。
な
か
で
も
仏
教
者
か
ら
の
批
判
で
、「
習
気
」（
煩
悩
の
具
体
化
）
や
既
存
の
倫
理

道
徳
ま
で
破
壊
す
る
虚
栄
心
、
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
無
我
苑
閉
園
の
根
底
的
な
事
情
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

最
終
章
の
第
五
章
で
は
、
石
門
心
学
の
明
治
期
に
お
け
る
世
俗
倫
理
へ
の
接
近
の
問
題
を
扱

っ
て
い
る
。
心
学
的
手
法
を
確
認
す
る
た
め
に
、
江
戸
期
に
お
け
る
「
道
歌
」
お
よ
び
『
和
論

語
』
の
存
在
と
意
義
を
考
察
し
た
後
に
、
明
治
維
新
以
後
の
石
門
心
学
を
司
督
す
る
役
丁
の
制

度
的
変
遷
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
江
戸
の
参
前
舎
を
中
心
と
す
る
心
学
講
舎
（
発
祥

の
京
都
系
を
除
く
）
は
朝
令
暮
改
の
宗
教
行
政
に
翻
弄
さ
れ
、
維
新
当
初
は
司
督
の
機
関
が
存

在
し
な
か
っ
た
。
明
治
五
年
八
月
に
教
部
省
の
直
接
扱
い
と
な
り
、
翌
六
年
三
月
に
は
神
道
系

講
舎
の
一
つ
と
し
て
神
宮
教
会
に
付
属
し
、
そ
の
後
教
部
省
下
の
大
教
院
に
属
し
、
八
年
の
大

教
院
崩
壊
後
は
神
道
事
務
局
の
管
掌
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
内
務
省
社
寺
局
、
十
二
年
に

本
教
大
成
教
会
、
十
七
年
に
大
成
教
が
心
学
を
所
管
す
る
経
過
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
明
治
維
新
後
の
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
い
て
、
仏
教
者
を
中
心
に
世
俗
倫
理
へ

の
接
近
の
多
様
な
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
仏
教
が
果
た
し
た
近
代
日
本
に
お
け
る
国
民
道

徳
、
国
民
倫
理
形
成
へ
の
役
割
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
明
治
国
家
形
成
過
程

に
お
い
て
、仏
教
は
廃
仏
毀
釈
や
国
家
の
方
針
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
と
す
る
被
害
者
的
立
場
や
、

神
道
が
上
位
に
あ
っ
た
と
す
る
近
代
仏
教
史
の
定
説
に
対
し
て
、
実
証
的
研
究
の
積
み
重
ね
に

よ
り
疑
問
を
呈
し
、
学
説
を
修
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

序
章
に
お
い
て
論
者
は
、
先
行
研
究
を
精
査
し
世
俗
倫
理
の
展
開
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
指
摘
し
た
。
第
一
章
、
第
二
章
で
、
仏
教
者
に
よ
る
三
条
教
則
衍
義
書
と
教
育
勅
語
衍
義

書
を
取
り
上
げ
て
仏
教
者
の
多
様
な
世
俗
倫
理
へ
の
接
近
を
考
察
し
、
仏
教
側
が
主
張
す
る
一

方
的
な
被
害
者
的
見
方
が
あ
た
ら
な
い
こ
と
、
同
一
派
内
で
あ
っ
て
も
一
枚
岩
の
解
釈
で
は
な

い
こ
と
を
解
明
し
た
。
第
三
章
、
第
四
章
で
は
、
十
善
道
徳
運
動
、
修
身
教
会
運
動
、
初
期
無
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我
愛
運
動
な
ど
、
複
数
の
仏
教
者
に
よ
る
倫
理
運
動
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
多
様
で
し
た
た
か

な
、
時
に
は
挫
折
す
る
実
情
を
丹
念
に
追
究
し
て
い
る
。
最
終
章
の
第
五
章
で
は
、
こ
れ
ま
で

研
究
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
明
治
期
に
お
け
る
石
門
心
学
の
制
度
的
変
遷
を
追
う
こ
と
で
、
世
俗

倫
理
へ
の
接
近
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

本
論
の
達
成
と
評
価
す
べ
き
点
は
、
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
本
論
が

主
た
る
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
、
明
治
維
新
後
の
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
法
難
史
観

と
も
い
え
る
近
代
仏
教
史
に
対
し
て
、
宗
教
制
度
史
か
ら
の
再
考
に
、
あ
る
程
度
成
功
し
て
い

る
点
で
あ
る
。

す
で
に
論
者
は
、
三
条
教
則
衍
義
書
を
、
過
去
に
類
を
見
な
い
規
模
で
網
羅
的
に
収
集
し
、

百
一
点
を
千
五
十
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
翻
刻
し
詳
細
な
解
説
を
付
す
作
業
を
終
了
し
て
い
る
。

（『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
平
成
十
九
年
）
こ
う
し
た
丹
念
な
作

業
の
裏
付
け
の
も
と
に
四
種
類
の
類
型
を
設
け
る
こ
と
で
、
神
道
的
解
釈
そ
の
ま
ま
の
「
追
随

型
」
や
神
道
批
判
を
盛
り
込
ん
だ
「
批
判
型
」
な
ど
、
仏
教
界
の
態
度
が
一
枚
岩
で
は
な
く
、
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多
様
も
し
く
は
し
た
た
か
な
様
子
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。
仏
教
側
が
主
張
す
る
一
方
的
な
被

害
者
的
見
方
が
あ
た
ら
な
い
と
す
る
論
者
の
主
張
に
は
十
分
な
説
得
力
が
あ
る
。
研
究
素
材
と

方
法
論
に
お
い
て
他
に
例
を
見
な
い
本
論
文
の
特
色
で
あ
る
。

次
に
興
味
深
い
点
は
、
同
一
の
仏
教
者
が
三
条
教
則
衍
義
書
と
教
育
勅
語
衍
義
書
を
執
筆
し

て
い
る
点
を
取
り
上
げ
て
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
視
点
に
立
て
ば
、
仏
教
に
よ
る
世
俗
倫
理
へ
の
接

近
の
事
例
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
三
条
教
則
と
教
育
勅
語
は
、
制
定
の
目
的
や
経

緯
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
論
者
に
よ
る
世
俗
倫
理
の
展
開
と
い
う
視
点
に
立
ち
、「
結
局
は
具
体
的
日
常
の

中
か
ら
発
生
す
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
民
衆
の
レ
ベ
ル
で
の
同
質
性
が
見
え
隠
れ
し
て
く
る
。

他
に
も
、
明
治
維
新
以
後
の
石
門
心
学
の
制
度
的
変
遷
に
つ
い
て
丹
念
な
考
察
を
行
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
研
究
領
域
で
あ
り
、
か
つ
重
要
な
視
点
を
提

供
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
地
道
な
作
業
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
複
数
の
野
心
的
な
試
み
か
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ら
成
果
を
あ
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
重
要
な
課
題
が
複
数

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
仏
教
者
に
よ
る
世
俗
倫
理
へ
の
接
近
と
い

う
視
点
か
ら
三
条
教
則
と
教
育
勅
語
の
同
一
性
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
点
を
裏
付
け
る
事
例
は

一
点
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
制
定
の
目
的
や
経
緯
が
異
な
る
両
者
の
解
釈
と
し
て
は
十
分
と
は

い
え
ず
、
い
っ
そ
う
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
の
発
掘
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
著
者
が
強
調
す
る
日
常
生
活
者
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
も
、
研
究
対
象
に
よ
っ
て

精
粗
が
著
し
い
。
三
条
教
則
衍
義
書
で
は
、
あ
く
ま
で
執
筆
し
た
僧
侶
の
思
想
の
分
析
が
中
心

で
あ
り
、
そ
う
し
た
衍
義
書
を
一
般
大
衆
が
ど
の
よ
う
に
日
常
倫
理
と
し
て
受
け
入
れ
た
か
に

は
言
及
が
な
い
。
仏
教
者
に
よ
る
倫
理
運
動
に
関
し
て
も
、
資
料
上
の
制
約
が
あ
る
と
は
い
え
、

同
様
の
指
摘
が
あ
て
は
ま
る
。
明
治
維
新
以
後
の
石
門
心
学
の
制
度
論
的
変
遷
は
考
察
が
可
能

で
あ
っ
て
も
、
石
門
心
学
が
、
維
新
以
後
も
ど
の
よ
う
に
民
衆
倫
理
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

え
た
か
に
関
す
る
考
証
は
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
論
者
も
、
こ
う
し
た
点
を
十
分
に

自
覚
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
待
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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以
上
の
審
査
結
果
を
総
合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
三
宅
守
常
氏
は
、
博
士

（
宗
教
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
十
四
日

主
査

國
學
院
大
学
教
授

石

井

研

士
◯印

副
査

國
學
院
大
学
教
授

阪

本

是

丸
◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

大

原

康

男
◯印
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